
東京都地方独立行政法人評価委員会委員名簿 

平成１７年１０月１４日現在 

 氏 名 役     職 

泉澤 俊一 
あずさ監査法人 

パブリックセクター副部長・代表社員 

板生  清 東京大学名誉教授 

井上 裕之 東京商工会議所副会頭 

管野 吉信 日刊工業新聞社編集局中小企業部長 

試

験

研

究

分

科

会 

鞠谷 雄士 東京工業大学大学院教授 

青木 利晴 株式会社ＮＴＴデータ相談役 

柴崎 信三 日本経済新聞社論説委員 

西尾 茂文 東京大学副学長 

芳賀  徹 京都造形芸術大学学長 

原島 文雄 東京電機大学学長 

米本 恭三 前都立保健科学大学学長 

公

立

大

学

分

科

会 

和田 義博 日本公認会計士協会理事 

（五十音順 敬称略） 

資料 １



地方独立行政法人法
第十一条 　

○地方独立行政法人法第１１条に基づき、知事の附属機関として設置 ２ 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
○評価委員会の組織及び委員など必要事項は東京都地方独立行政法人評価委員会条例で規定 一 　地方独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。 

二 　その他この法律又は条例によりその権限に属させられた事項を処理すること。 
３

○組織
・委員１４人以内
・経営、教育研究又は試験研究に関し学識経験等を有する者のうちから、知事が任命 （中期目標・中期計画・年度計画関係のみ）
・任期は２年（再任可）
・特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる

○議事

・知事が招集

・開会には過半数の委員の出席が必要

・出席委員の過半数で議決

○　知事による中期目標の作成・変更の際の意見

○　法人による中期計画の作成・変更に対して知事が認可する際の意見

○　各事業年度及び中期目標期間における業務実績についての評価

○　業務実績の評価結果を踏まえた法人に対する業務運営の改善勧告

○　知事による財務諸表の承認の際の意見

○　役員の報酬等の支給基準に関する知事に対する意見の申出
① 中期目標の指示の際の意見聴取

② 中期目標指示

③ 中期計画の作成・変更の認可

④ 中期計画の認可の際の意見聴取

⑤ 年度計画の届出

○専門的事項に関する調査審議を分掌するため分科会を設置 ⑥ 年度評価（依頼）

・試験研究を調査審議する「試験研究分科会」 ⑦ 年度評価結果通知、勧告

・大学の設置及び管理を審議する「公立大学分科会」 ⑧ 年度評価結果報告

○事項により分科会の議決をもって委員会の議決とすることが可 ⑨ 年度評価結果報告

（別紙、「東京都地方独立行政法人評価委員会運営要綱（案）」参照） ⑩ 中期目標に係る事業報告書の提出

○議事（招集権者、定足数、議決方法）等は、委員会と同じ ⑪ 中期目標に係る事業報告書の提出に関する報告

⑫ 中期目標に係る評価（依頼）

⑬ 中期目標に係る評価結果通知、勧告

⑭ 中期目標に係る評価結果報告

⑮ 中期目標に係る評価結果報告

⑯ 業務を継続させる必要性等を検討し、所要の措置を行う際の意見聴取

⑰ 業務を継続させる必要性等を検討し、所要の措置を行う

※上記の他、１７年度に委員会に付議する必要がある事項としては、「業務方法書｣、「役員報酬基
準」に対する意見の付与がある。

　設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、執行機関の附属機関として、地方独
立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。

前項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要
な事項については、条例で定める。

東京都地方独立行政法人評価委員会の概要

評価委員会

知　　　事

都　議　会

地方独立行政法人
東京都立産業技術

研究センター

⑨、⑪、⑮

⑧、⑭ ①、④、⑯
⑥、⑫

②、③、⑰

⑦、⑬

⑤、⑩

地方独立行政法人　関係機関相関図

設 置 の 根 拠

委 員 会 の 概 要

主 な 権 限

分 科 会 の 設 置
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東京都地方独立行政法人評価委員会運営要綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都地方独立行政法人評価委員会規則（平成１７

年東京都規則第１９２号）第４条の規定に基づき、東京都地方独立行政

法人評価委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項を定

める。 

 

（会議の公開） 

第２条 委員会の会議は、公開して行う。 ただし、委員会において非公開

とすることが適当であると認める案件については、この限りではない。 

 

（傍聴人に対する指示） 

第３条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたと

きは、傍聴人に対し、退場を命じることができる。 

 

（議事録等） 

第４条 委員会の議事録及び会議で使用した資料は、公表する。 

 

（分科会の議決） 

第５条 東京都地方独立行政法人評価委員会条例（平成１６年東京都条

例第１１８号）第５条第６項において規定する、分科会の議決をもって委

員会の議決とすることができる事項については、別表のとおりとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年１０月１４日から施行する。 

 
別表 

事  項 根拠法 

業務方法書に対して知事が認可する際の意見 地 方 独 立 行 政 法 人

法第２２条第３項 

限度額を超えて短期借入をするに当たって知事が

承認する際の意見 

地 方 独 立 行 政 法 人

法第４１条第４項 

短期借入の借換に当たって知事が認可する際の

意見 

地 方 独 立 行 政 法 人

法第４１条第４項 

特定地方独立行政法人の役員の報酬等の支給基

準に関する知事に対する意見の申出 

地 方 独 立 行 政 法 人

法第４９条第２項 

一般地方独立行政法人の役員の報酬等の支給基

準に関する知事に対する意見の申出 

地 方 独 立 行 政 法 人

法第５６条第１項 
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産業技術研究所改革とこれまでの経緯 

 

年月日 提言主体 項   目 主  な  内  容 

平成 12 年度 

行政評価制

度の試行に

おける評価

結果報告書 

特定の課題「試験

研究機関の運営」

に関する事務事業 

（提言） 

産業技術研究所の

運営 

評価 

研究所の運営形態も含め、民間活力を導入した支援を検

討していく必要がある。 

平成 12 年

12 月 

都庁改革ア

クションプ

ラン 

（都政改革

ビジョンⅠ） 

試験研究機関の活

性化 

(提言) 

103 実効性ある評

価制度の導入

組織形態のあり方 

研究の有効性や成果について客観的に評価を行うとと

もに、それを踏まえて業務継続の必要性や組織形態のあり

方（財団法人化等）について定期的に見直しを行います。

平成 14 年 

2 月 20 日 

平成 13 年度 

東京都包括

外部監査 

試験研究機関の管

理運営について 

(提言) 

１ 試験研究機関

の設置形態につ

いて 

運営のあり方 

(1) 発生主義会計による実効性のある費用対効果分析に

基づく、事業運営の改善 

(2) 外部資金の弾力的な受入れ 

(3) 組織・人事管理の再構築 

財政会計制度や人事制度を抜本的に改めるために

は、弾力的・効率的で透明性の高い試験研究機関の運

営が可能となる地方版独立行政法人制度の導入を検

討されたい。 

行政機関のあり方

の見直し 

（現状と課題） 

 

試験研究機関のあり方 

試験研究機関の廃止、統合、公益法人化、民営化などに

ついて検証した上で、地方独立行政法人制度の導入を検討

することが求められています。 

これらの動きを踏まえ、都の試験研究機関のあり方につ

いて検討する必要があります。 

行政機関のあり方

の見直し 

（改革の方針） 

試験研究機関のあり方 

試験研究機関については、地方独立行政法人法の制定を

契機として、事業の必要性や運営形態など、そのあり方を

検討し、方向を示します。 

平成 15 年

11 月 

 

第二次都庁

改革アクシ

ョンプラン 

 

行政機関のあり方

の見直し 

（実施計画） 

 

試験研究機関のあり方 

（産業技術研究所のあり方） 

全庁的な検討を踏まえ、他の研究機関、企業、大学など

との連携を一層強化するため、地方独立行政法人など運営

形態を含め、あり方を検討し、ふさわしい形態に移行しま

す。（平成 18 年度） 
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